
新 旧 対 照 表 ① （ 本 文 ）   

都 民 の 健 康 と 安 全 を 確 保 す る 環 境 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 三 年 東 京 都 規 則 第 三 十 四 号 ） 新 旧 対 照 表 （ 抄 ）  

改 正 案  現 行  
目 次 （ 現 行 の と お り ） 目 次 （ 略 ） 

第 一 条 か ら 第 四 条 の 三 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 一 条 か ら 第 四 条 の 三 ま で （ 略 ） 

（ 事 業 所 の 所 有 事 業 者 等 ） 

第 四 条 の 四 （ 現 行 の と お り ） 

２  条 例 第 五 条 の 八 第 二 項 の 規 定 に よ る 事 業 活 動 に 伴 う 温 室 効 果 ガ

ス の 排 出 に つ い て 責 任 を 有 す る 者 （ 以 下 「 排 出 有 責 任 者 」 と い う 。 ）

の 届 出 は 、 別 記 第 一 号 様 式 に よ る 所 有 事 業 者 等 届 出 書 に 、 事 業 所 を

所 有 し て い る 事 業 者 の 同 意 書 及 び 前 項 各 号 に 定 め る 要 件 に 該 当 す

る こ と を 証 す る 書 類 を 添 え て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３ 前 項 の 所 有 事 業 者 等 届 出 書 に は 、 当 該 届 出 書 に 係 る 排 出 有 責 任 者

の 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の 並 び に 当 該 排 出 有 責 任 者 が 個

人 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の で 当

該 排 出 有 責 任 者 の 氏 名 及 び 住 所 が 確 認 で き な い と き に あ っ て は 、 当

該 排 出 有 責 任 者 の 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 を 添 付 し な

け れ ば な ら な い 。 

４ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 書 面 を 添 付 し な い こ と が で き る 。 

一 令 和 三 年 三 月 末 日 ま で に 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 を 受

け た 事 業 所 に 係 る 既 に 提 出 さ れ た 所 有 事 業 者 等 届 出 書 の 排 出 有 責

任 者 と 前 項 の 排 出 有 責 任 者 が 同 一 で あ る 場 合  印 鑑 証 明 書 若 し く

は こ れ に 準 ず る も の 又 は 住 民 票 の 写 し 若 し く は こ れ に 代 わ る 書 面  

（ 事 業 所 の 所 有 事 業 者 等 ）  

第 四 条 の 四 （ 略 ） 

２  条 例 第 五 条 の 八 第 二 項 の 規 定 に よ る 事 業 活 動 に 伴 う 温 室 効 果 ガ

ス の 排 出 に つ い て 責 任 を 有 す る 者 の 届 出 は 、 別 記 第 一 号 様 式 に よ る

所 有 事 業 者 等 届 出 書 に 、 事 業 所 を 所 有 し て い る 事 業 者 の 同 意 書 及 び

前 項 各 号 に 定 め る 要 件 に 該 当 す る こ と を 証 す る 書 類 を 添 え て 行 わ

な け れ ば な ら な い 。 

（ 新 設 ） 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 
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二 第 二 項 の 所 有 事 業 者 等 届 出 書 に 係 る 排 出 有 責 任 者 が 国 又 は 地 方

公 共 団 体 で あ る 場 合 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の  
三 既 に 提 出 さ れ て い る 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の の 記 載 内

容 に 変 更 が な い 場 合 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の  

四 既 に 提 出 さ れ て い る 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 の 記 載

内 容 に 変 更 が な い 場 合 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面  

第 四 条 の 五 か ら 第 四 条 の 六 の 二 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 四 条 の 五 か ら 第 四 条 の 六 の 二 ま で （ 略 ） 

( 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 変 更 等 ) 

第 四 条 の 七 （ 現 行 の と お り ） 

２ 条 例 第 五 条 の 九 第 二 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 は 、 別 記 第 一 号 様

式 の 六 に よ る 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 変 更 届 出 書 に よ り 行 わ な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 変 更 に 伴 い

排 出 有 責 任 者 の 届 出 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 当 該 届 出 に お い て 知 事

に 提 出 す る 別 記 第 一 号 様 式 に よ る 所 有 事 業 者 等 届 出 書 に 、 当 該 変 更

の あ っ た 旨 及 び 当 該 変 更 の 内 容 を 記 載 す る こ と に よ り 、 当 該 変 更 の

届 出 を 行 う こ と が で き る 。  

 

３ か ら ５ ま で （ 現 行 の と お り ） 

( 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 変 更 等 ) 

第 四 条 の 七 （ 略 ） 

２ 条 例 第 五 条 の 九 第 二 項 の 規 定 に よ る 変 更 の 届 出 は 、 別 記 第 一 号 様

式 の 六 に よ る 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 変 更 届 出 書 に よ り 行 わ な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 の 変 更 に 伴 い

条 例 第 五 条 の 八 第 二 項 の 規 定 に よ る 事 業 活 動 に 伴 う 温 室 効 果 ガ ス

の 排 出 に つ い て 責 任 を 有 す る 者 の 届 出 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 当 該

届 出 に お い て 知 事 に 提 出 す る 別 記 第 一 号 様 式 に よ る 所 有 事 業 者 等

届 出 書 に 、 当 該 変 更 の あ っ た 旨 及 び 当 該 変 更 の 内 容 を 記 載 す る こ と

に よ り 、 当 該 変 更 の 届 出 を 行 う こ と が で き る 。  

３ か ら ５ ま で （ 略 ） 

第 四 条 の 八 か ら 第 四 条 の 二 十 五 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 四 条 の 八 か ら 第 四 条 の 二 十 五 ま で （ 略 ） 

（ 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者 の 計 画 書 の 提 出 ）  

第 四 条 の 二 十 六 （ 現 行 の と お り ） 

２ （ 現 行 の と お り ） 

３ 前 項 の 特 定 テ ナ ン ト 等 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出 書 に は 、 特 定 テ

（ 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者 の 計 画 書 の 提 出 ）  
第 四 条 の 二 十 六 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

（ 新 設 ） 
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ナ ン ト 等 事 業 者 の 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の 並 び に 特 定 テ

ナ ン ト 等 事 業 者 が 個 人 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 印 鑑 証 明 書 又 は こ

れ に 準 ず る も の で 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者 の 氏 名 及 び 住 所 が 確 認 で

き な い と き に あ っ て は 、 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者 の 住 民 票 の 写 し 又 は

こ れ に 代 わ る 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

４ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 書 面 を 添 付 し な い こ と が で き る 。 

一  令 和 三 年 三 月 末 日 ま で に 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 を

受 け た い ず れ か の 事 業 所 に お い て 特 定 テ ナ ン ト 等 事 業 者 と し て

既 に 提 出 さ れ て い る 特 定 テ ナ ン ト 等 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出

書 の 提 出 者 と 同 一 で あ る 場 合  印 鑑 証 明 書 若 し く は こ れ に 準 ず

る も の 又 は 住 民 票 の 写 し 若 し く は こ れ に 代 わ る 書 面 

二  第 二 項 の 特 定 テ ナ ン ト 等 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出 書 の 提 出

者 が 国 又 は 地 方 公 共 団 体 で あ る 場 合  印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準

ず る も の 

三  既 に 提 出 さ れ て い る 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の の 記 載

内 容 に 変 更 が な い 場 合 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の 

四  既 に 提 出 さ れ て い る 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 の 記

載 内 容 に 変 更 が な い 場 合 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ） 

（ 添 付 書 類 ）  

第 四 条 の 二 十 七 次 に 掲 げ る 書 面 に は 、 当 該 書 面 の 提 出 者 の 印 鑑 証 明

書 又 は こ れ に 準 ず る も の 並 び に 当 該 書 面 の 提 出 者 が 個 人 で あ る 場

合 に お い て 、 当 該 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の で 当 該 書 面 の 提

（ 新 設 ） 
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出 者 の 氏 名 及 び 住 所 が 確 認 で き な い と き に あ っ て は 、 当 該 書 面 の 提

出 者 の 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 を 添 付 し な け れ ば な ら

な い 。 

 一 第 四 条 の 五 第 二 項 の 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 に 係 る 確

認 書 届 出 書 

 二 第 四 条 の 六 の 二 第 三 項 の 事 業 所 区 域 変 更 申 請 書  

 三 第 四 条 の 七 第 一 項 の 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 氏 名 等 変 更 届 出

書 

 四 第 四 条 の 七 第 二 項 の 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 者 変 更 届 出 書  

 五 第 四 条 の 七 第 三 項 の 前 事 業 者 排 出 量 把 握 申 請 書  

 六 第 四 条 の 七 第 四 項 の 前 事 業 者 排 出 量 報 告 書 提 出 書  

 七 第 四 条 の 八 第 一 項 の 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 廃 止 等 届 出 書  

 八 第 四 条 の 十 八 第 一 項 又 は 同 条 第 三 項 の 基 準 排 出 量 決 定 申 請 書 

 九 第 四 条 の 十 八 の 二 第 三 項 の 基 準 排 出 量 改 定 申 請 書  

 十 第 四 条 の 十 九 第 三 項 の 基 準 排 出 量 変 更 申 請 書 

 十 一 第 四 条 の 二 十 第 一 項 の 優 良 特 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 削 減 義

務 率 減 少 申 請 書 

 十 二 第 四 条 の 二 十 三 第 一 項 の 地 球 温 暖 化 対 策 計 画 書 提 出 書 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各

号 に 定 め る 書 面 を 添 付 し な い こ と が で き る 。 

一  令 和 三 年 三 月 末 日 ま で に 指 定 地 球 温 暖 化 対 策 事 業 所 の 指 定 を

受 け た 事 業 所 で あ っ て 、 当 該 事 業 所 に 係 る 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 面

の 提 出 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合  印 鑑 証 明 書 若 し く は

こ れ に 準 ず る も の 又 は 住 民 票 の 写 し 若 し く は こ れ に 代 わ る 書 面 
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ア  既 に 提 出 さ れ て い る 当 該 事 業 所 に 係 る 所 有 事 業 者 等 届 出 書

の 排 出 有 責 任 者 と 同 一 で あ る 場 合  
イ  既 に 提 出 さ れ て い る 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 面 の い ず れ か の う

ち 、 直 近 の 提 出 者 と 同 一 で あ る 場 合  

二 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 面 の 提 出 者 が 国 又 は 地 方 公 共 団 体 で あ る

場 合 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の  

三 既 に 提 出 さ れ て い る 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の の 記 載

内 容 に 変 更 が な い 場 合 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の 

四 既 に 提 出 さ れ て い る 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 の 記

載 内 容 に 変 更 が な い 場 合 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 

第 五 条 か ら 第 五 条 の 五 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 五 条 か ら 第 五 条 の 五 ま で  （ 略 ） 

（ 検 証 機 関 の 登 録 の 申 請 ） （ 検 証 機 関 の 登 録 の 申 請 ）  

第 五 条 の 六 （ 現 行 の と お り ） 第 五 条 の 六 （ 略 ） 

２ （ 現 行 の と お り ） ２ （ 略 ） 

３ （ 現 行 の と お り ） 

一 か ら 三 ま で （ 略 ） 

四 検 証 機 関 登 録 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 登 記 事 項 証

明 書 及 び 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の  

五 （ 現 行 の と お り ） 

五 の 二 （ 現 行 の と お り ） 

ア （ 略 ） 

イ 法 人 当 該 法 定 代 理 人 の 登 記 事 項 証 明 書 、 印 鑑 証 明 書 又 は こ

れ に 準 ず る も の 及 び そ の 役 員 の 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ

３ （ 略 ） 

一 か ら 三 ま で （ 略 ） 

四 検 証 機 関 登 録 申 請 者 が 法 人 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 登 記 事 項 証

明 書 

五 （ 略 ） 

五 の 二 （ 略 ） 

ア （ 略 ） 
イ  法 人  当 該 法 定 代 理 人 の 登 記 事 項 証 明 書 及 び そ の 役 員 の 住

民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面  
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る 書 面 

六 及 び 七 （ 現 行 の と お り ） 

 

六 及 び 七 （ 略 ） 
４ （ 現 行 の と お り ） ４ （ 略 ） 

５ 知 事 は 、 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 検 証 機 関 登 録 申 請 者 に 対 し 、

次 に 掲 げ る 者 に 係 る 住 民 票 の 写 し 若 し く は こ れ に 代 わ る 書 面 、 登 記

事 項 証 明 書 又 は 印 鑑 証 明 書 若 し く は こ れ に 準 ず る も の の 提 出 を 求

め る こ と が で き る 。 

 一 及 び 二 （ 現 行 の と お り ） 

５ 知 事 は 、 前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 検 証 機 関 登 録 申 請 者 に 対 し 、

次 に 掲 げ る 者 に 係 る 住 民 票 の 写 し 若 し く は こ れ に 代 わ る 書 面 又 は

登 記 事 項 証 明 書 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。  

 

 一 及 び 二 （ 略 ） 

６ 及 び ７ （ 現 行 の と お り ） ６ 及 び ７ （ 略 ） 

第 五 条 の 七 か ら 第 五 条 の 十 三 ま で  （ 現 行 の と お り ） 第 五 条 の 七 か ら 第 五 条 の 十 三 ま で  （ 略 ） 

（ 添 付 書 類 ）  

第 五 条 の 十 三 の 二 次 に 掲 げ る 書 面 に は 、 当 該 書 面 の 提 出 者 の 印 鑑 証

明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の 並 び に 当 該 書 面 の 提 出 者 が 個 人 で あ る

場 合 に お い て 、 当 該 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の で 当 該 書 面 の

提 出 者 の 氏 名 及 び 住 所 が 確 認 で き な い と き に あ っ て は 、 当 該 書 面 の

提 出 者 の 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 を 添 付 し な け れ ば な

ら な い 。 

 一 第 五 条 の 九 第 一 項 の 検 証 業 務 営 業 所 名 称 等 変 更 届  

 二 第 五 条 の 九 第 二 項 の 登 録 検 証 機 関 登 録 事 項 変 更 届  

 三 第 五 条 の 十 第 一 項 の 登 録 検 証 機 関 廃 業 等 届 

四 第 五 条 の 十 第 二 項 の 登 録 検 証 機 関 検 証 業 務 廃 止 等 届  

五 第 五 条 の 十 三 第 一 項 の 検 証 業 務 規 程 届 出 書 

（ 新 設 ） 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、 当 該 各  



新 旧 対 照 表 ① （ 本 文 ）   

号 に 定 め る 書 面 を 添 付 し な い こ と が で き る 。 

一  既 に 提 出 さ れ て い る 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の の 記 載

内 容 に 変 更 が な い 場 合 印 鑑 証 明 書 又 は こ れ に 準 ず る も の 

二  既 に 提 出 さ れ て い る 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 の 記

載 内 容 に 変 更 が な い 場 合 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 代 わ る 書 面 

第 五 条 の 十 四 か ら 第 十 三 条 の 六 ま で （ 現 行 の と お り ） 第 五 条 の 十 四 か ら 第 十 三 条 の 六 ま で （ 略 ） 

（ 省 エ ネ ル ギ ー 性 能 等 の 表 示 ）  （ 省 エ ネ ル ギ ー 性 能 等 の 表 示 ）  

第 十 三 条 の 七 （ 現 行 の と お り ）  第 十 三 条 の 七 （ 略 ）  

２ （ 現 行 の と お り ）  ２ （ 略 ）  

一 か ら 七 ま で （ 現 行 の と お り ）  一 か ら 七 ま で （ 略 ）  

（ 削 除 ）  八 特 定 家 庭 用 機 器 再 商 品 化 法 施 行 令 （ 平 成 十 年 政 令 第 三 百 七 十 八

号 ） 第 二 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 特 定 物 質 等 を 冷 媒 及 び 断 熱 材 発 泡 剤

に 使 用 し て い な い こ と の 表 示 （ 電 気 冷 蔵 庫 に 限 る 。 ）  

八 エ ネ ル ギ ー 消 費 機 器 の 小 売 の 事 業 を 行 う 者 そ の 他 そ の 事 業 活 動

を 通 じ て 一 般 消 費 者 が 行 う エ ネ ル ギ ー の 使 用 の 合 理 化 に つ き 協 力

を 行 う こ と が で き る 事 業 者 が 取 り 組 む べ き 措 置 （ 平 成 十 八 年 経 済 産

業 省 告 示 第 二 百 五 十 八 号 ） に 定 め る 一 年 間 使 用 し た 場 合 の 目 安 と な

る 電 気 料 金  

九 エ ネ ル ギ ー を 消 費 す る 機 械 器 具 の 小 売 の 事 業 を 行 う 者 が 取 り 組

む べ き 措 置 （ 平 成 十 八 年 経 済 産 業 省 告 示 第 二 百 五 十 八 号 ） に 定 め る

一 年 間 使 用 し た 場 合 の 目 安 と な る 電 気 料 金  

第 十 四 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で （ 現 行 の と お り ）  第 十 四 条 か ら 第 八 十 三 条 ま で  （ 略 ）  

  

 


